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に基づく報告書

令和４年９月

静 岡 県



この「事業者等を守り育てる静岡県公契約条例に基づく報告書」は、

令和３年３月に議員提案により制定された「事業者等を守り育てる静岡

県公契約条例」第６条第６項の規定に基づくものである。

事業者等を守り育てる静岡県公契約条例（抄）

（県の取組方針）

第６条 知事は、基本理念を踏まえた公契約の締結及びそれに基づく

債務の履行を確保するため、県が取り組むべき方針を定めなければ

ならない。

２～５ （略）

６ 知事は、毎年度、取組方針の実施状況について議会に報告しなけ

ればならない。
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１ 条例の概要

【条例の目的】（第 1条）

公契約制度の適正な運用を図る。

１ 県民に提供されるサービスの質の向上

２ 従事者の労働環境の整備

３ 社会情勢の変化に的確に対応する事業者を応援

活力ある地域の形成

持続可能な社会の実現

【定義】（第２条） 公契約 ･･･ 県が対価の支払いをすべき契約

【基本理念】（第３条）

（１）契約の透明性及び競争の公正性の確保

（２）契約を総合的に優れた内容とする

・経済性に配慮しつつ、適正な履行が通常見込まれない金額での契約の

締結を防止

・価格以外の多様な要素も考慮

（３）契約従事者の労働環境の整備

（４）契約の目的・内容に応じ、事業者に係る次に掲げる事項を勘案

・性別、年齢、国籍等にかかわらず、多様な人材が活躍する社会の実現
に資する取組

・障がい者その他の就業を支援する必要がある者の雇用の促進に資する
取組

・柔軟な働き方ができる職場環境づくり、働く人の健康づくりに資する
取組

・環境に配慮した事業活動
・持続可能で活力ある地域社会の実現に資する取組
・その他社会的な価値の創出に資する取組

.【県の取組方針】（第６条）

・知事は、基本理念を踏まえた取組方針を定める

・毎年度、取組方針の実施状況を議会報告
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２ 取組方針の概要

県は「事業者等を守り育てる静岡県公契約条例（以下「条例」という。）」に

基づき、令和３年 12 月に「静岡県の契約に関する取組方針（以下「取組方針」

という。）」を策定し、条例の目的達成に向けた取組を進めています。

Ⅰ 基本的事項

【 県が取り組む事項 】（条例第４条関係）

・ 基本理念に基づく必要な取組の推進

・ 適正な予定価格の設定

・ 計画的な発注、適切な契約期間の設定

・ 契約の目的・内容に応じた適切な事業者の選定方法の選択

・ 従事者の労働環境の整備

【 事業者等が取り組む事項 】（条例第５条関係）

・ 法令遵守、契約の適正な履行

・ 下請負者等との対等な立場での公正な契約の締結

・ 従事者の労働環境の整備

・ 公契約を通じた県が実施する施策への協力

【 取組を進めるうえでの具体的手法 】

Ⅱ 分野ごとの具体的取組

・第１部 工事、建設関連業務委託、森林整備

・第２部 庁舎管理その他の委託

・第３部 物品購入

項 目 具 体 的 な 手 法

頑張る事業者を応援

事業者の選定に当たり、技術力や企画力に加

え、社会的取組等を積極的に評価

※総合評価落札方式、入札参加資格の格付け

等での評価

労働関係法令等の遵守、

公正な取引の促進

事業者は、入札参加資格登録申請時及び契約

時（契約書を作成する契約に限る)に、「労働関

係法令等遵守の誓約書」を提出

県の契約に関する取組方針
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３ 取組方針の実施状況（基本的事項）

条例第１条に掲げた３つの目的を達成するため、取組方針に沿った以下の取

組を実施しました。

【 県が取り組む事項 】

・県の契約制度を通じて、基本理念の実現を図るため、契約制度のあり方の検討

や適切な仕様に基づく契約締結の推進に取り組んでいる。

・予定価格の設定に当たっては、契約研修等で職員に周知をし、実例価格等を考

慮した適正な予定価格の設定に努めた。

・設計労務単価は、国の改定に合わせて最新の単価を適用した。

・計画的な事業の執行を図るため、計画的な発注に努めた。

・新型コロナウイルス感染症の影響等に伴い、計画・設計に関する諸条件の調整

及び資材の入手に日時を要するなど、年度内の完了が困難と予測される事業に

ついては、速やかに繰越明許の制度を活用したほか、債務負担行為の積極的な

活用により、発注の平準化や適切な契約期間の設定に努めた。

・長期継続契約を締結することができる契約については、長期継続契約を活用し、

発注・履行時期の平準化を推進した。

・契約相手の選定に当たっては、公正性、経済性を確保のうえ、多様な方法の中

から、事業の特性や地域の実情等に応じた適切な方法を選択した。

・事業の内容により、価格と価格以外の要素（技術力等）を総合的に評価して落

１ 基本理念に基づく必要な取組の推進

２ 適正な予定価格の設定

３ 計画的な発注、適切な契約期間の設定

４ 契約の目的・内容に応じた適切な事業者の選定方法の選択

設計書や予定価格の積算

・県単価、予算単価、カタログ単価、参考見積、過去の契約実績、近

隣事務所の契約実績などを基に積算し設計書を作成する。

・参考見積書を取るときは、仕様書を提示し、複数業者から、一式表

示を避け、規格、品質、数量、人工等を統一して記載を依頼する。

・適正な積算に基づく設計金額の一部を控除して予定価格を設定す

る「歩切り」を行わない。

～ 契約研修資料抜粋 ～
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札者を決定する総合評価落札方式や、価格以外の要素を評価して事業者を選定

するプロポーザル方式を活用した。

・静岡県中小企業者の受注機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に基

づき、分離・分割発注の推進等、中小企業者のための官公需確保の取組を実施

した。

・予定価格が地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号及び地方公営企業法施

行令第21条の 14第１項第１号に定める金額を超える場合において随意契約と

する場合は、契約の透明性を確保するため、契約内容を公表した（令和３年度

1,680 件）。

契約相手の選定方法（主なもの）

・公契約に係る業務に従事する者の労働環境の整備を図るため、公契約に係る

「労働関係法令等遵守の誓約書」に関する必要な事項を定めた事務取扱要領

を策定した（令和４年４月1日施行）。令和４年度から、事務取扱要領に基づ

き、事業者に対して「労働関係法令等遵守の誓約書」の提出を求めている。

入札・契約方式 要 件 等

一

般

競

争

入

札

価

格

競

争

方

式

最低価格自動落札 自治体契約の基本

低入札価格調査 工事、製造
その 他 に
つい て の
請負契約

最低価格では契約内容に適
合した履行がされないおそ
れ又は公正な取引の秩序を
乱すおそれがあるとき

最低制限価格
契約内容の履行を確保する
ために特に必要があるとき

総合評価落札方式
価格以外に、事業者の提案内容や経営姿
勢等を含めて自治体にとって最も有利な
者を選定すべきとき

指名競争入札
一般競争に適さない（特殊な工事等）、入
札参加者が少数の見込み、又は一般競争
入札に付すことが不利

随

意

契

約

少

額

・見積り合わせ
・物品購入のｵｰﾌﾟﾝｶｳﾝﾀｰ
（公募型見積り合わせ）

予定価格が自治体の規則で定める金額の
範囲内の場合

入
札
不
適

・単独随意契約（限定的）
・企画提案方式
（企画ｺﾝﾍﾟ、ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ）

契約の性質又は目的が競争入札に適さな
いとき

障害者支援施設等との契約
障害者支援施設等からの物品の買入又は
役務の提供

緊急の必要
災害時等、緊急を要し競争入札によるこ
とができないとき

５ 従事者の労働環境の整備
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【 取組を進めるうえでの具体的手法 】

・総合評価落札方式、企画提案方式等における契約相手の選定及び入札参加資格

における格付け等において、事業者の社会的取組を評価した。

・令和４年７月に全庁で活用できる「社会的取組例一覧」を共有した。今後、事

業者の社会的取組の評価の拡充や県のホームページ等による事業者の社会的

取組のＰＲを図っていく。

社会的取組例

基 本 理 念 取組の名称等

多様な人材が活躍する社会の

実現

男女共同参画社会づくり宣言

男女共同参画社会づくりに関する知事褒賞

ふじのくに女性活躍応援会議

えるぼし認定制度

障がい者その他の就業を支援
する必要がある方の雇用促進

障害者雇用企業に対する優遇制度

障害者就労応援団

協力雇用主

柔軟な働き方ができる職場
環境づくり

働く人の健康づくり

ふじのくに家庭教育応援企業登録

ふじのくに家庭教育支援推進企業教育長表彰

静岡県次世代育成支援企業（こうのとりカン
パニー）認証制度

くるみん認定制度

健康経営優良法人認定制度

環境に配慮した事業活動

しずおか未来の森サポーター制度

エコアクション２１

ISO マネジメントシステム規格

持続可能で活力ある地域社会の実現 一社一村しずおか運動

その他社会的な価値の創出

静岡県地域防災活動知事褒賞

防災まちづくり大賞

献血推進協力者等知事褒賞

薬物乱用防止功労者知事褒賞

静岡県優良建築・設備工事等表彰

静岡県交通基盤部等優良建設工事表彰

静岡県交通基盤部等優良業務委託表彰

静岡県企業局優良工事等表彰

１ 頑張る事業者を応援
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・令和４年４月以降、公契約に関わる事業者に対して、条例の周知を図るととも

に、対象となる契約の全てについて、契約締結時に「労働関係法令等遵守の誓

約書」の提出を求めている。

・県と契約を締結した事業者が業務の一部を他の者に請け負わせる場合は、下請

事業者についても「労働関係法令等遵守の誓約書」の提出を求めている。

・令和４年６月以降、競争入札参加資格の審査申請時に「労働関係法令等遵守の

誓約書」の提出を求めている。

「労働関係法令等遵守の誓約書」の概要

区 分 競争入札参加資格審査申請時 県との契約時

提出を求める
対象の範囲

資格審査を申請する事業者 県と契約を締結する事業者
ただし、契約書の作成を省略で
きる契約、国や地方公共団体、
その他公法人との契約、不動
産、物品の買入れ又は借入れに
係る契約等は除く。

対象の深度 下請事業者は含まない 下請事業者も提出

遵守事項 当該事業者の事業全般に
おける法令遵守

当該契約に係る業務における
法令遵守

主な遵守法令 労働関係
・労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）
・労働契約法（平成 19 年法律第 128 号）
・最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）
・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）
・労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）
・雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）
・健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）
・厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）
・労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号）

公正な取引等
・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（昭和 22 年法律第 54 号）
・下請代金支払遅延等防止法（昭和 31 年法律第 120 号）
・建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） ＊建設業の場合

２ 労働関係法令等の遵守、公正な取引の促進
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４ 取組方針の実施状況（分野ごとの具体的取組）

第 1部 工事、建設関連業務委託、森林整備

・設計労務単価は、国の改定に合わせて最新の単価を適用した。資材の積算

単価は、毎月発行される物価資料の価格及び県で調査した価格（原則年２

回調査）を採用し、市況の的確な反映に努めた。

・建設業の働き方改革に向けた週休２日実施のための経費については、現

場閉所の状況に応じた労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理

費等の単価を用いて積算した。

(1) 工事等の発注・施工時期の平準化

・年間の公共事業発注計画に基づき、適切な進捗管理を行った。

・９月補正予算における債務負担行為の設定や速やかな繰越手続きにより

工事の早期発注を図り、発注平準化を推進した。

(2) 適切な工期の設定

・当初設計金額 500 万円以上の土木工事について、国基準に準じて策定した

工期設定実施要領に基づき工期を設定した。

・建設関連業務委託については、国基準を参考に履行期間設定実施要領を策

定し、令和４年度は試行で実施している。

・災害復旧等一部の例外を除いて、原則、全ての工事を週休２日推進工事の

対象とし、当初設計金額 3,500 万円以上を発注者指定型、それ以外を受注

者希望型として発注した。

(3) 設計図書や工期の適切な変更

・施工条件及び履行条件を入札公告時に明示し、受注者の責に拠らない条件

変更が生じた場合は、必要に応じて設計変更や工期延長により対応した。

(4) 公共工事等発注見通しの統合公表

・国及び地方公共団体等の発注機関により構成する中部ブロック発注者協議

会において、各発注機関に係る発注見通しを地区ごとに集約し、毎月 15 日

に中部地方整備局ホームページに掲載し、建設企業の人材や資機材の効率

的な活用を促進した。

１ 適正な予定価格の設定

２ 計画的な発注、適切な契約期間の設定
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(1) 透明性、公正性、競争性の確保

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等に基づき、年度内

に発注することが見込まれる入札案件について、インターネット又は閲覧

により公表した。また、工事及び業務委託の成績については、閲覧に供する

方法により公表した。

・前年度中に発注見通しが判明している入札案件については、前年度中に公

表するなど、早期の公表に努めた。

.・現場代理人の兼務範囲拡大、工事着手日選択型工事の対象拡大や特別調査

単価の公表等、入札の不調・不落対策を強化した（令和４年度から実施）。

・災害時に公共工事を効率的に発注できるよう、静岡県建設工事・建設関連

業務委託における大規模災害発生時の入札・契約等に関する対応マニュア

ルを策定した。

(2) 不適格な事業者の排除

・競争入札参加資格の審査において、県税等の滞納がないこと、暴力団員又

は暴力団関係者でないこと等を資格要件とし審査した。

・静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱に基づき10件の入札

参加停止措置を行った。

・入札談合に関する情報があった場合は、談合疑義事実処理マニュアル、談

合情報対応マニュアルに基づき適正に対応することとしている（令和３年

度は入札談合情報なし）。

・県発注工事等のうち、入札監視委員会が調査を必要とした工事（要調査事

案）、談合疑義類似事例について調査を実施することとしており、令和３年

度は談合疑義類似事例 29 件中９件について抽出調査を実施した（談合があ

ると疑うに足る事実は認められなかった。）。

(3) ダンピング対策

・土木工事を対象に、専任の補助技術者の増員や契約しない基準額の引き上

げ等、ダンピング対策を強化した（令和４年４月に静岡県低入札価格調査

制度実施要領を改正）。

(4) 事業者の技術や地域・社会への貢献等を評価

・事業者の技術力や価格以外の多様な要素による選定を次表のとおり実施し

た。

３ 契約の目的・内容に応じた適切な事業者の選定方法の選択
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・事業者の社会的取組等について下表のとおり評価した。

.・若手技術者育成型入札（40 歳以下の若手技術者の配置を条件とする入札）

を 13 件実施した（入札結果：契約済 9件、不調 4件）。

.・優良工事等に対する表彰を下表のとおり実施した。

.・工事成績優良業者等の入札機会を増やし、企業の技術力向上意識の醸成と

公共工事の品質確保を図るため、建設工事成績優良者等入札を 48 件の工

事で実施した。

.・地域の守り手の存続を図るため、小規模修繕委託受託者へインセンティブ

付与することとした（令和４年度に建設工事競争入札参加者の格付及び選

定要領を改正）。

入札・契約方式 令和３年度の実績

総合評価落札方式
知事部局で 481 件実施（工事 351 件、建設
関連業務委託 130 件）

プロポーザル方式 知事部局で 10 件実施

入札・契約方式 主な評価項目

総合評価落札方式における
加点

障害者雇用、次世代育成支援、環境マネジ
メントシステムの取組、災害協定、建設キ
ャリアアップシステムの登録

プロポーザル方式における
加点

ＩＳＯの取組、災害協定、地域貢献活動

指名競争入札における業者
選定項目（測量、建設コンサ
ルタント、補償業務）

障害者雇用、子育て支援

建設工事の競争入札参加者
の格付

災害時応急対策、障害者雇用、次世代育
成支援、労働災害防止、環境負荷の軽
減、地域防災、建設キャリアアップシス
テムの登録

分 野 令和３年度の件数

優良建設工事等表彰 土木関連 部長表彰 25 件、所長表彰 91 件

森林・農地関連 部長表彰７件、所長表彰 46 件

営繕関連 部長表彰５件、局長表彰 13 件

公営住宅関連 部長表彰２件

企業局関連 企業局長表彰１件、所長表彰７件

優良業務委託等表彰 土木関連 部長表彰５件、所長表彰 19 件

森林・農地関連 部長表彰１件、所長表彰５件
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(5) 地元事業者等の受注機会確保

・官公需適格組合の活用等により、県内中小企業の受注機会の増大に努めた。

・分離・分割発注や制限付き一般競争入札の参加条件の適切な設定により、

地元事業者の受注機会の確保に努めた。

・過疎地域を対象とした地域を守る事業者維持育成入札を 34 件試行で実施

した（うち５件不調）。

(1) 労働関係法令等の遵守

.・労働関係法令違反により処分を受けた事業者に対しては、入札参加停止等

措置要綱に基づき２件の入札参加停止措置を行った。

.・工事請負契約等に係る競争入札参加資格審査申請時に、社会保険等の加入

を義務付けている。

.・県発注工事の下請事業者については、社会保険等加入事業者に限定してい.

る（平成 30 年１月から全下請事業者を対象）。

(2) 元請下請関係の適正化

・建設業の実情を把握し、適正な元請下請関係を保つため、施工体制台帳の

審査を 300 件、構造改善実態調査を 92 社 101 件実施し、不適正なものは指

導した。

・社会保険料を確実に下請事業者に行き渡らせるため、県発注工事の請負業

者に法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を義務付けた（平成 30 年

７月から実施）。

・県発注工事に係る請負契約に関し、一括下請、下請代金の支払遅延、特定

資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の

下請契約関係が不適切であることが明確である場合は、改善されるまでの

間、指名しないこととしている（令和３年度は情報提供事案なし）。

・設計労務単価や資材の積算単価の改定が下請事業者まで行き渡るよう、建

設業団体との意見交換会を通じて適切な賃金水準の確保を要請していく。

(3) ＩＣＴ活用による生産性向上

・３次元点群データの整備、３次元測量、ICT 活用工事、情報共有システム

の活用、電子納品、遠隔臨場、Web 会議、ICT 関連技術を活用した施設点検

等に取り組んだ。

４ 従事者の労働環境の整備
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第２部 庁舎管理その他の委託

・国土交通省の建築保全業務労務単価など最新の設計労務単価等を適切に反

映して予定価格を設定した。

・警備業務、施設管理業務等について、長期継続契約を活用し、発注・履行時

期の平準化を推進した。

(1) 透明性、公正性、競争性の確保

・事業者の選定は一般競争入札によることを基本とし、随意契約については、

県ホームページにおいて、少額のものを除き、その理由等を公表している。

(2) 不適格な事業者の排除

・競争入札参加資格の審査において、県税等の滞納がないこと、暴力団員又は

暴力団関係者でないこと等を資格要件とし審査した。

・入札参加停止基準に基づき、庁舎等管理業務委託３件、一般業務委託４件、

情報システム開発等の業務委託３件の入札参加停止措置を行った。

(3) ダンピング対策

・庁舎管理業務のうち、本庁舎の清掃業務について最低制限価格を導入した。

(4) 事業者の技術や地域・社会への貢献等を評価

・事業者の社会的取組について下表のとおり評価した。

区 分 内 容

庁舎等管理業務競争入札参加

資格審査

障害者雇用と次世代育成支援の取組を

加点評価

一般業務委託競争入札参加資

格者名簿

事業者選定の参考とするため、下記の

状況を掲載

・障害者法定雇用率達成の有無

・ＩＳＯ規格の認証取得

・エコアクション 21 の認証取得

・静岡県次世代育成支援企業認証取得

情報システム開発等の業務の

委託に係る競争入札参加資格

者名簿

事業者選定の参考とするため、障害者

雇用率を掲載

１ 適正な予定価格の設定

２ 計画的な発注、適切な契約期間の設定

３ 契約の目的・内容に応じた適切な事業者の選定方法の選択
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・プロポーザル方式による事業者選定において、技術力や企画力に加え、事業者

が行う社会的取組の評価を試行で実施した。

(5) 地元事業者等の受注機会確保

・庁舎管理について、透明性・競争性を確保しつつ、県内の受託事業者の受注

機会の確保を図る観点から、県内に本社等があることを業者選定の要件とし

た発注基準により業務委託を行い、中小企業者の受注機会の増大に努めた。

・本庁舎の清掃業務について、価格面、数量面、工程面等からみて分離・分割

発注することが適当なものについては、分離・分割発注を行い、中小企業者

が受注しやすい発注に努めた。

(1) 労働関係法令等の遵守

・労働関係法令違反により処分を受けた事業者に対しては、庁舎等管理業務委

託業者入札参加停止基準、一般業務委託に係る入札参加停止基準、情報シス

テム開発等の業務委託に係る入札参加等の停止基準に基づき入札参加停止

措置を行うこととしている（令和３年度は対象事案なし）。

(2) 元請、下請関係の適正化

・受注者が再委託する場合は、県の承認が必要であることを契約書に明記し、

受注者の承認願に基づき、再委託が必要な理由や再委託先、再委託の条件等

を審査のうえ、再委託を承認した。

４ 従事者の労働環境の整備
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第３部 物品購入

・取引の実例価格、過去の購入価格、履行期間の長短等を考慮して予定価格を

設定した。

・購入予算額 100 万円超や大量発注（イベント用品等で購入予算額 50 万円超）

の物品購入等については、事業課が作成した物品発注計画に基づき、計画的

な発注に努めた。

・市場の流通環境等を考慮した納期の設定を行うなど、適切な契約期間の設定

に努めた。

(1) 透明性、公正性、競争性の確保

・事業者の選定は一般競争入札によることを基本とし、随意契約については、

県ホームページにおいて、少額のものを除き、その理由等を公表している。

・競争性及び競争参加への機会均等を確保するため、本庁・総合庁舎において

行う物品の購入及び印刷については、原則として一般競争入札又はオープン

カウンター方式（来庁する事業者が誰でも自由に見積りに参加できる方式）

により実施した。

(2) 不適格な事業者の排除

・競争入札参加資格の審査において、県税等の滞納がないこと、暴力団員又は

暴力団関係者でないこと等を資格要件とし審査した。

・物品調達等に係る入札参加停止基準に基づき８件の入札参加停止措置を行

った。

・入札談合に関する情報があった場合には、物品購入等公正入札調査委員会設

置要領の規定に基づき、調査審議を行うこととしている（令和３年度は入札

談合情報なし）。

(3) ダンピング対策

・予定価格が 80 万円を超える本庁における印刷物の製造請負契約（12 件）に

ついて、最低制限価格を設定した。

(4) 事業者の技術や地域・社会への貢献等を評価

・事業者選定の参考とするため、物品購入等に係る競争入札参加資格者名簿に

１ 適正な予定価格の設定

２ 計画的な発注、適切な契約期間の設定

３ 契約の目的・内容に応じた適切な事業者の選定方法の選択
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障害者法定雇用率達成の有無、ＩＳＯ規格の認証取得、エコアクション 21

の認証取得、静岡県次世代育成支援企業認証取得の状況を掲載した。

(5) 地元事業者等の受注機会確保

・本庁、各総合庁舎における随意契約に該当する発注については、意欲的で小

回りの利く中小企業者が見積り合わせに参入しやすいオープンカウンター

方式を採用した。

・本庁のオープンカウンター方式による見積り合わせのうち 10 万円以下の文

具については参加者を県内中小企業者に限定する措置を行っているが、令和

３年 11 月からは文具に加え日用雑貨についても同様の措置を開始した。

・品目の選定において、同等品又は同等以上の物品があるときは、銘柄を指定

せず、多くの企業が調達に参加しやすい体制を整えた。

・消耗品等について、適切な単位を設定し、429 種目の単価契約を行った。

・静岡県障害者就労施設等からの物品等の調達方針に基づき、障害者就労施設

等の製品を購入した。

・原則として、静岡県環境物品等の調達に関する基本方針に基づき、環境基準

を満たす対象製品を調達した。

(1) 労働関係法令等の遵守

・労働関係法令違反により処分を受けた事業者に対しては、物品調達等に係る

入札参加停止基準に基づき、入札参加停止措置を行うこととしている（令和

３年度は対象事案なし）。

(2) 元請下請関係の適正化

・一括下請を防止するため、印刷の営業種目で競争入札参加資格審査を申請す

る場合、印刷設備の所有を要件にしている。

(3) ＩＣＴ活用による生産性向上

.・物品調達等に係る競争入札参加資格審査の申請において、電子申請を実施して

おり、245 件の登録申請のうち 193 件の電子申請を受け付けた。

４ 従事者の労働環境の整備
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５ モニタリング指標

条例に係る取組の開始年度となる令和３年度以前の３か年の状況について

参考に掲載します。

＊１ 経営管理部、くらし・環境部、スポーツ・文化観光部、経済産業部、交通基

盤部、企業局、教育委員会及び警察本部での実績(工事、建設関連業務委託等)

＊２ 知事部局及び企業局における対象工事等の発生件数(工事、建設関連業務委託)

＊３ 競争入札参加資格申請の審査担当部署における実績

＊４ 県内の労働基準監督署が労働基準法等の違反被疑事件として送検した件数

（厚生労働省静岡労働局 公表数値）

＊５ 工事及び建設関連業務委託の実績は 22 頁参照

条例の目的 モニタリング指標
令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

目指す

方向

公共サービス

の質の向上

不調不落の件数 *1 ６７４ ７４６ ４９５ 減少

低入札価格調査の対象

件数 *2
９６ ７０ ８７ 減少

従事者の労働

環境の整備

労働関係法令違反によ

り入札参加資格を停止

した件数 *3

１２ ６ ２ 減少

県内の労働関係法令違

反件数 *4
２８ ３０ ２１ 減少

頑張る

事業者の応援

総合評価落札方式等に

おいて事業者の社会的

取組を評価した件数

(工事及び建設関連業

務委託は除く） *5

０ ０ ２ 増加

社会的取組に係る認証

等を取得した事業者数
２３頁参照 増加
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６ 条例の基本理念の実現に向けて

令和３年度は、条例に基づき、県の具体的な取組を盛り込んだ取組方針を策

定し、条例の基本理念を踏まえた取組を始めました。

工事等の分野では、不調・不落対策と担い手確保対策に資する請負契約制度

の改善に重点的に取り組みました。

庁舎管理等の分野では、ダンピング対策として、清掃業務に最低制限価格を

導入しました。

物品購入の分野では、地元事業者の受注機会の確保を図るため、物品の内容

に応じて、オープンカウンター方式への参加者要件を設定する改善を実施しま

した。

その他、取組方針の実施状況のとおり取り組んだほか、県内市町に対する条

例及び取組方針の情報提供や事業者団体への広報を行いました。

令和４年度は、取組方針に基づく取組が本格的に実施されることから、契約

制度所管課等を中心に庁内横断で取組の充実を図ってまいります。

【分野別取組】

分 野 今後の主な取組

工事、建設関

連業務委託、

森林整備

・公共工事を施工する者の適正な利潤の確保を図るため、ダ

ンピング対策の更なる徹底に向けて、引き続き制度の改定

について検討する。

・若手技術者育成型入札や週休２日工事の推進など、担い手

育成や働き方改革を推進するための支援となる取組につ

いて更なる改善を図る。

庁舎管理

その他の委託

・事務手続（競争入札参加資格審査の申請等）の効率化や省

力化を図るため、デジタル化に向けた検討を進める。

・企画提案方式による事業者選定において、社会的取組の評

価の推進を図る。

物品購入
・競争入札参加資格審査において健康経営優良法人認定制

度等、事業者の社会的取組の評価項目の拡大を図る。
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参考：関連する統計資料

○不調不落の発生状況（工事、建設関連業務委託、土木維持管理業務等委託）

○低入札価格調査の対象件数（工事、建設関連業務委託）

○労働関係法令違反により入札参加資格を停止した件数

○県内の労働関係法令違反件数（県内の労働基準監督署が労働基準法等の違反

被疑事件として送検した件数）

○総合評価落札方式等において事業者の社会的取組を評価した件数（工事、建設

関連業務委託）

○社会的取組に係る認証等を取得した事業者数
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※経営管理部、くらし・環境部、スポーツ・文化観光部、経済産業部、交通基盤

部、企業局、教育委員会及び警察本部での実績

不調不落の発生状況（工事、建設関連業務委託、土木維持管理業務等委託）

区 分

令和元年度 令和２年度 令和３年度

入札

件数

不調不落

件数

不調不落

割合

入札

件数

不調不落

件数

不調不落

割合

入札

件数

不調不落

件数

不調不落

割合

工事 3,572 574 16.1% 3,814 615 16.1% 3,383 414 12.2%

建設関連業務

委託
2,027 47 2.3% 2,313 60 2.6% 2,196 41 1.9%

土木維持管理

業務等委託
780 53 6.8% 971 71 7.3% 805 40 5.0%

合計 6,379 674 10.6% 7,098 746 10.5% 6,384 495 7.8%
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＊知事部局及び企業局での実績

低入札価格調査の対象件数（工事、建設関連業務委託）

区 分

令和元年度 令和２年度 令和３年度

知事部局 企業局 知事部局 企業局 知事部局 企業局

発注件数 6,108 343 6,466 384 6,307 343

工事
3,040 121 3,148 150 3,052 116

建設関連業務委託 3,068 222 3,318 234 3,255 227

予定価格 5,000 万円(建設関連

業務委託は 500 万円)以上又は

総合評価落札方式の件数

1,978 39 2,069 38 1,972 32

工事 880 32 671 29 617 22

建設関連業務委託 1,098 7 1,398 9 1,355 10

低入札価格調査の発生件数 91 5 69 1 86 1

工事 59 5 57 1 70 1

契約しない件数 19 0 7 0 7 0

適合した履行が可能と判断 40 5 50 1 63 1

建設関連業務委託 32 0 12 0 16 0

契約しない件数 28 0 6 0 5 0

適合した履行が可能と判断 4 0 6 0 11 0
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＊競争入札参加資格申請の審査担当部署における実績

労働関係法令違反により入札参加資格を停止した件数

区 分

令和元年度 令和２年度 令和３年度

入札参

加停止

の件数

（うち

労働関係

法令違反）

入札参

加停止

の件数

（うち

労働関係

法令違反）

入札参

加停止

の件数

（うち

労働関係

法令違反）

建設工事の請負契約 20 10 13 6 10 2

物品の製造の請負又は

買入れ
2 1 4 0 8 0

一般業務の委託 0 0 0 0 4 0

建設関連業務の委託 0 0 0 0 0 0

土木施設維持管理業務

の委託
0 0 0 0 0 0

森林整備工事の請負契約 1 1 0 0 0 0

庁舎等の管理業務の委託 2 0 0 0 3 0

情報システム開発等の

業務の委託
0 0 0 0 3 0

職員健康診断業務の委託 0 0 0 0 0 0

職業訓練業務の委託 0 0 0 0 0 0

産業廃棄物（下水汚泥等）

処理業務の委託
0 0 0 0 0 0

企業局が発注する産業

廃棄物（浄水発生土）

処理業務の委託

0 0 0 0 0 0

合 計 25 12 17 6 28 2

-20-



県内の労働関係法令違反件数

（県内の労働基準監督署が労働基準法等の違反被疑事件として送検した件数）

＊厚生労働省静岡労働局 公表数値

区 分

令和元年度 令和２年度 令和３年度

合

計

製

造

建

設

運

輸

交

通

商

業

接

客

娯

楽

そ

の

他

合

計

製

造

建

設

運

輸

交

通

商

業

接

客

娯

楽

そ

の

他

合

計

製

造

建

設

運

輸

交

通

商

業

接

客

娯

楽

そ

の

他

労働基準法、

最低賃金法関係
14 1 0 1 2 2 8 12 3 1 0 2 3 3 5 1 1 0 0 0 3

賃金不払

（労基法第 24条、

最賃法第４条）

9 1 1 2 5 11 3 1 2 2 3 4 1 1 2

違法な時間外

労働・休日労働

（労基法第 32条、

35条、40 条）

2 2 0 0

賃金不払残業

（労基法第 37 条）
1 1 1 1 0

その他 2 1 1 0 1 1

労働安全衛生法

関係
14 7 4 0 1 0 2 18 7 4 1 1 1 4 16 7 4 0 4 0 1

作業主任者の未選

任等

（安衛法第 14条）

0 2 2 0

安全基準違反

(安衛法第 20 条、

21 条)

11 5 3 1 2 10 1 4 1 1 3 11 6 3 1 1

特定元方・注文者

の違反(安衛法第

30 条、31 条)

1 1 0 1 1

就業制限違反

（安衛法第 61条）
0 1 1 0

労災かくし

（安衛法第 100 条）
1 1 1 1 1 1

その他 1 1 4 3 1 3 1 2

送検件数（合計） 28 8 4 1 3 2 10 30 10 5 1 3 4 7 21 8 5 0 4 0 4
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総合評価落札方式等において事業者の社会的取組を評価した件数

（工事、建設関連業務委託）

＊知事部局での実績

全てで社会的取組を評価

区分

令和元年度 令和２年度 令和３年度

標準

型

簡易

型Ⅰ

簡易

型Ⅱ

ﾌﾟﾛﾎﾟ

ｰｻﾞﾙ

標準

型

簡易型

Ⅰ

簡易型

Ⅱ

ﾌﾟﾛﾎﾟ

ｰｻﾞﾙ

標準

型

簡易

型Ⅰ

簡易型

Ⅱ

ﾌﾟﾛﾎﾟ

ｰｻﾞﾙ

工事 3 125 578 3 84 381 3 74 274

建設関連

業務委託
1 52 87 7 1 86 68 5 0 56 74 10

合計 4 177 665 7 4 170 449 5 3 130 348 10
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社会的取組に係る認証等を取得した事業者数

評価制度の名称 制度の概要
令和４年
７月末時点

男女共同参画社会づくり宣言
女性の参画拡大やワーク・ライフ・バランスなど男女共同参画に取り組む
事業所・団体等の「宣言」を県に登録

1,703

男女共同参画社会づくりに関する
知事褒賞

男女共同参画の推進に関する取組を積極的に行っている個人・団体、事業
所の功績を称え、知事褒賞を授与

5

ふじのくに女性活躍応援会議
職業生活において、女性が個性と能力を十分に発揮し活躍できる社会の実
現を支援するための、官民一体のネットワーク型組織

246

えるぼし認定制度
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実
施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣が認定する制
度

46

障害者雇用企業に対する優遇制度
障害者雇用の促進を図ることを目的に、障害のある人の雇用に積極的に取
り組む事業所に対して、県の行う入札・随意契約等において優遇する制度

195

障害者就労応援団
障害者雇用の促進を図ることを目的に、障害のある人の雇用に積極的に取
り組む事業所を「静岡県障害者就労応援団」として登録し、雇用を検討す
る事業所等への助言や障害者の職場実習の受入れ等を行っていただく制度

275

協力雇用主
犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪を
した者等を雇用し、又は雇用しようとする民間の事業主を、保護観察所に
登録する制度

581

ふじのくに家庭教育応援企業登録
県が月に一度設けるよう呼びかけている「家庭の日」を設定し、「ふじの
くに家庭教育応援企業宣言」として、家族がコミュニケーションを深める
ことを推進する取組を宣言した企業を登録

253

ふじのくに家庭教育支援
推進企業教育長表彰

「ふじのくに家庭教育応援企業宣言」を行った企業のうち他の事業者の模
範となる企業を表彰

3

静岡県次世代育成支援企業
（こうのとりカンパニー）認証制度

仕事と子育ての両立を図るための職場環境づくりや男女共同参画社会づく
り等に積極的に取り組んでいる企業を評価

117

くるみん認定制度
雇用環境の整備について行動計画を策定する等の要件を満たした企業を
「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する制度

110

健康経営優良法人認定制度
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をも
とに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕
彰する制度

488

しずおか未来の森サポーター制度
企業の社会貢献(ＣＳR）の一環として、森づくり活動を希望する企業を積
極的に支援するための制度

44

エコアクション21
事業者が環境への取組を効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維
持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告す
るための認証・登録制度

973

ISOマネジメントシステム規格
組織の品質活動や環境活動を管理するための仕組みについて制定された規
格（代表的なものとしては、ISO 9001やISO 14001）

1,034

一社一村しずおか運動
農山村と企業がそれぞれの資源、人材、ネットワーク等を生かし、地域活
性化に向けて継続して行われる見込みのある活動を認定

46

静岡県地域防災活動知事褒賞
県内において地域防災活動に顕著な功績があり、今後もその活動が期待で
きる個人及び団体に対し表彰

0

防災まちづくり大賞
地域に根ざした団体・組織等、多様な主体における防災に関する優れた取
組、工夫・アイディア等、防災・減災や住宅防火に関する幅広い視点から
の効果的な取組等の表彰

0

献血推進協力者等知事褒賞
献血の推進に積極的に協力し、または貢献した者（個人、団体）に対し
て、知事の褒賞を贈呈し、もって献血の推進を図る制度

9

薬物乱用防止功労者知事褒賞
薬物乱用防止に功労のあった者（個人、団体）に対して、知事の褒賞を贈
呈し、もって薬物乱用防止の推進を図る制度

8

静岡県優良建築・設備工事等表彰 前年度に完成した建築・設備工事の中から優良な成績を修めたものを表彰 2

静岡県交通基盤部等
優良建設工事表彰

静岡県交通基盤部及び経済産業部が所管する建設工事等において卓越した
技術等に基づき、優れた成績を修めた工事、若しくは技術者を表彰

187

静岡県交通基盤部等
優良業務委託表彰

静岡県交通基盤部及び経済産業部が所管する建設関連業務委託において、
優れた業務委託を履行した受託者を表彰

30

静岡県企業局優良工事等表彰
静岡県企業局が発注した建設工事において卓越した技術等を発揮し優れた
成績を修めた工事又は技術者を表彰

8

※１ 代表的なISO 9001とISO 14001の事業者数の総計
※２,３ 同一事業者が複数受賞している場合があるため、延べ数
（注：知事褒賞や表彰関係は令和３年度の数）

※１

※２

※３
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